松田資料１

橋本副理事長　様
松田理事　様

お世話になっております。
全国警備業連盟事務局の森川です。
日本維新の会 馬場前代表からいただいたメールを転送させていただきます。

「日本維新の会 警備業推進議員連盟」の設立に関する資料になります。
年始の発足を目指して準備中とのことです。

理事長の青山に報告し、橋本副理事長及び松田理事に共有するようにとの
ことですので、宜しくお願いします。

※1/29の新年賀詞交歓会には役員予定の9名に案内状を届ける予定です。


※添付資料の送付方法が変更になりました。
　送付のURLからダウンロードをお願いします
――――――――――――――――――――――
　全国警備業連盟　事務局　　森川　幸裕
　〒102-0083  東京都千代田区麹町4-4-5
                      麹町シャインビル 501号
　 TEL  03-5213-4671 / FAX 03-5213-4672
    携帯  080-7111-4514
　 HP　 https://keibigyo-renmei.jp/
――――――――――――――――――――――



差出人: 馬場　伸幸２ <h14533@shugiin.go.jp>
送信日時: 2025年12月8日 15:58
宛先: 森川 幸裕 <morikawa-y@alsok.co.jp>
件名: 日本維新の会　警備業議連について（馬場伸幸事務所より）
 
全国警備業連盟
次長　森川 幸裕　様

お世話になります。馬場伸幸事務所の中富でございます。
先ほどはお忙しいところお電話にてご対応をいただき誠にありがとうございました。

このたびの議連設立に向けた趣意書および規約、役員案を取りまとめましたので添付にてお送りします。
党役員会においても正式に了承を得ており、年始の発足を目指して役員打合せなど準備を進めておるところです。

内容につきまして、ご意見・ご提案等ございましたら是非お聞かせいただければ大変有難く存じます。
発足日など具体的なことは、森川様とご相談をしながら進めていきたく、色々とご教示をいただきたくお願い申し上げます。

またお電話でもお伝えさせていただいた通り、先日お預かりした「新年賀詞交歓会」のご案内について追加で6部をご準備いただきたく、
お手数をおかけして大変恐縮ですが、お時間のある時にいただけますと幸いでございます。

引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

**************************************
衆議院議員　馬場伸幸事務所
中富　諒（なかとみ　あき）
〒100-8981　東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館511号室
TEL：03-3508-7322
FAX：03-3508-3322
***************************************
「日本維新の会 警備業推進議員連盟」設立趣意書（案）

警備業は、1962年の制度創設以来、犯罪抑止・災害対応・公共空間の安全確保等を担う「生活安全産業」として、国民生活および社会経済活動を支える重要な役割を果たしてきました。 
しかしながら、近年の少子高齢化に伴う労働力人口の減少、警備員不足の深刻化、価格競争の激化に伴う適正な警備料金が確保されにくい状況、さらには過重な業務負担等により、警備員の処遇改善が進まず、業界全体の安定的な人材確保に大きな課題を抱えています。 
こうした状況は、公共インフラ整備・災害対応・大規模イベントや交通誘導等、国民生活に密接に関わる警備体制の維持に影響を及ぼしかねず、警備業を安定的に支える制度的・政策的な取り組みが急務となっています。 
そのため、警備業に関する政策立案・制度整備を国会の場において推進することを目的に、ここに「日本維新の会警備業推進議員連盟」を設立いたします。 

令和7年11月 



「日本維新の会 警備業推進議員連盟」規約（案）

第1条 名称 
本議連は「日本維新の会 警備業推進議員連盟」と称する。 

第2条 目的 
本議連は、警備業の課題解決に取り組むことを目的とする。 

第3条 構成 
本議連は、前条の目的に賛同する日本維新の会の国会議員をもって構成する。 

第4条 役員 
本議連は、会長、幹事長、事務局長、その他必要な役員を置く。 
会長は総会で選任し、その他の役員は会長が指名する。 

第5条 会議 
本議連の会議は、役員会及び総会とし、必要に応じて召集し開催する。 

第6条 会費 
本議連の経費は会費をもってこれに充てる。 
会費は、月額100円とし、議員歳費より徴収する。 

第7条 事務局 
本議連の事務局は、事務局長の議員会館事務所内に置く。 

第8条 規約の変更等 
本規約の改正ならびに本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。
 
附則 本規約は、令和7年〇月〇日から施行する。 


「日本維新の会 警備業推進議員連盟」入会申込書（案）

日本維新の会 警備業推進議員連盟の趣旨に賛同し入会します。 

会費月額100円については、歳費より徴収することに同意します。 

令和 年 月 日 

衆議院議員 

参議院議員 印 

議員会館 衆１ ・ 衆２ 参 号 

日本維新の会 警備業推進議員連盟 御中

FAX返信先 ０３－６５５１－０４０５ 
【問合せ】 
参議院議員 青島健太事務所 
参内線 50405 




「日本維新の会 警備業推進議員連盟」役員名簿（案）

顧　問　　　前原 誠司（京都2区） 
遠藤 敬　（大阪18区） 
藤田 文武（大阪12区）

会　長　　　馬場 伸幸（大阪17区） 
副会長　　　柴田 巧（参・比例R7） 
幹事長　　　井上 英孝（大阪1区） 
副幹事長　　金村 龍那（衆・比例南関東） 
事務局長　　青島 健太（参・比例R4） 
事務局次長　上野 ほたる（参・比例R7）



松田理事長様
維新の会馬場さんが会長、柴田巧さん副会長井上さん幹事長金村さん副幹事長青島健太さん事務局長上野ほたる次長の体制でスタート。前原、遠藤、藤田が顧問です。
森川から連絡させます。
なお、来年4月から名称を全国警備業政治連盟とすることで来年早々の理事会総会にかけます。となると理事長より会長のほうが一般的とも思いますが。
宜しくお願いします。
青山拝
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